
奈
良
県
告
示
第
五
百
九
号

奈
良
県
希
少
野
生
動
植
物
の
保
護
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
一
年
三
月
奈
良
県
条
例
第
五
十
号
）

第
三
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
希
少
野
生
動
植
物
ヒ
メ
イ
ノ
モ
ト
ソ
ウ
保
護
管
理
事
業
計
画

を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
概
要
を
告
示
し
、
当
該
保
護
管
理
事
業
計
画
を
奈

良
県
く
ら
し
創
造
部
景
観
・
環
境
局
景
観
・
自
然
環
境
課
に
お
い
て
一
般
の
閲
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
九
年
三
月
二
十
八
日

奈
良
県
知
事

荒

井

正

吾

一

対
象
と
す
る
種

ヒ
メ
イ
ノ
モ
ト
ソ
ウ

二

事
業
の
目
標

個
体
の
生
育
状
況
等
の
経
年
的
な
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
を
実
施
し
、
現
状
の
生
育
環
境
を
保
全
す
る
と

と
も
に
、
本
種
の
盗
掘
を
防
止
す
る
こ
と
。

三

事
業
を
行
う
区
域

県
内
の
本
種
が
生
育
す
る
地
域

四

事
業
の
内
容

事
業
計
画
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

１

生
育
地
の
巡
視

希
少
野
生
動
植
物
保
護
巡
視
員
等
に
よ
る
生
育
地
の
定
期
的
な
巡
視

２

分
布
の
把
握

本
種
の
分
布
の
把
握

３

生
育
地
の
保
護
管
理
等

モ
ニ
タ
リ
ン
グ
に
よ
る
個
体
数
の
経
年
変
化
の
把
握
並
び
に
個
体
数
の
減
少
及
び
生
育
地
の
環

境
改
変
に
備
え
た
生
育
域
外
保
全

４

協
働
・
啓
発
活
動

関
係
行
政
機
関
、
県
民
等
へ
の
普
及
啓
発
の
推
進
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